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1 目的
本実施要領は、令和８年度に大潟村（以下「発注者」という。）が発注する防災行政無線更新工事の請負者の選定に当たり、別紙「発注仕様書」に基づいて工事を行うことを原則とするが、工事価格のみの競争ではなく、公募型プロポーザル方式により企画提案を求め、その内容及び能力を総合的に比較検討し、技術的に最適な請負者を選定する手続きを定めることを目的とする。

2 業務概要
（1） 業務名　防災行政無線更新工事
（2） 履行期間　契約締結日から令和１０年３月３１日まで
（3） 提案上限額　２５５，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）
※この金額は、契約金額や予定価格を示すものではなく、事業の最大規模の想定金額であり、提案に当たっては上限額を超えないものとする。
【各年度の限度額配分見込】
令和８年度　２０２，９２８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）
令和９年度　　５２，６０２，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）
なお、各年度の限度額配分見込相当を各年度出来高とし工程を計画すること。
（4） 最低制限価格制度：適用する。

3 担当部局
〒０１０－０４４３
秋田県南秋田郡大潟村字中央1番地1
　大潟村役場　生活環境課
　電　話　０１８５－４５－２１１５
[bookmark: _Hlk188430949]　ＦＡＸ　０１８５－４５－２１６２
[bookmark: _Hlk160121360][bookmark: _Hlk219739882]　メール　g-kensetsu@vill.ogata.lg.jp

4 参加資格要件
本プロポーザルに参加できる者は、単体企業とし、次の要件をすべて満たす者とする。
（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するものでないこと。
（2） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第 ２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
（3） 破産法（平成１６年法律７５号）に基づく、破産手続開始の申立てをしている者でないこと。
（4） 代表者及び役員等が大潟村暴力団排除条例第２条第１項に規定する暴力団又はその構成員の統治の下にある者でないこと。
（5） 国税・地方税及び社会保険料を滞納していないこと。
（6） [bookmark: _Hlk188427638]公告から契約までの期間において、当村、秋田県及び国から指名停止措置を受けていない者であること。
（7） 本プロポーザルにおいて、他の参加申込者の協力企業（業務を実施するうえで業務の一部を再委託する企業等をいう。）になっていない者であること。
（8） 参加表明書の提出時点において、当村の競争入札参加資格者名簿の電気通信工事業に登録されていること。
（9） 東北管内に本社（本店）又は従たる営業所のいずれかを有していること。なお、本社（本店）は入札参加資格登録の所在地とし、従たる営業所は本社（本店）から入札、契約手続きに係る年間委任を受けていること。
（10） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に基づく、電気通信工事に係る特定建設業の許可を受けていること。
（11） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１９条の２に規定する現場代理人を配置できること。
（12） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条に規定する監理技術者（電気通信工事）の資格を有する者を専任で配置できること。
（13） 本工事の施工に当たり、当村の要求に応じて速やかに対応できる体制を整えており、連絡調整、打合せ等に適切かつ迅速に対処できること。また、十分な提案能力及び業務実績を有していること。
（14） [bookmark: _Hlk220347130][bookmark: _Hlk220939032]過去１０年間（平成２８年度以降）において地方公共団体等より同種業務（デジタル防災行政無線（同報系）整備工事）を元請業務として履行完了した実績を有していること。ただし、４，５００万円以上の契約を実績と扱うものとする。
（15） 防災行政無線の機器製造者又は機器製造者より機器供給証明を得たものであること。なお、同一の機器製造者より「１者のみ」の参加とする。（複数者の参加は認めない）

5 配置予定技術者要件
（1） 現場代理人（監理技術者との兼務も可能である。）
現場代理人は、次のいずれにも該当する者でなければならない。
1 [bookmark: _Hlk52302216]専任で配置すること。
2 公告日以前３か月間以上の直接かつ恒常的な雇用関係にあること。
（2） 監理技術者（現場代理人との兼務も可能である。）
監理技術者は、次のいずれにも該当する者でなければならない。
1 電気通信工事業の監理技術者資格者証（監理技術者講習修了証）を有すること。
2 専任で配置すること。
3 公告日以前３か月間以上の直接かつ恒常的な雇用関係にあること。



6 実施スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。
	
	項目
	期間等

	参加資格要件審査
	公募案内の公告期間
	令和８年４月　７日（火）から
令和８年４月２２日（水）まで

	
	質問書の提出期限
	令和８年４月１３日（月）午後４時必着

	
	質問書への回答
	令和８年４月１７日（金）午後４時まで

	
	参加表明書等提出期限
	令和８年４月２２日（水）午後４時必着

	
	1次審査(生活環境課)
	令和８年４月２３日（木）

	
	選定委員会(1次審査確認)
参加資格要件審査の結果通知
	令和８年４月３０日（木）

	
	企画提案書等の提出期限
	令和８年５月２２日（金）午後４時必着

	企画提案審査
	企画提案書の審査
選定委員会(２次審査確認)
	令和８年５月２５日（月）
※プレゼンテーション実施予定日

	
	審査結果の通知
	令和８年５月２９日（金）

	
	仮契約締結
	令和８年６月　５日（金）　※予定





















7 質問及び回答
（1） 提出期限
令和８年 ４月１３日（月）午後４時必着
（2） 提出場所
前記「３　担当部局」に同じ。
（3） 提出方法
所定の様式（様式１０）に記載し、電子メールで提出すること。
また、送信後は確認のため前記「３　担当部局」まで電話連絡すること。
なお、他参加者の状況など業務実施に必要のない質問は受け付けない。
（4） 回答方法
受け付けた質問については、令和８年４月１７日（金）午後４時までに当村ホームページ上で回答する。
なお、評価に関する質問については回答しない。
質問への回答内容は、本実施要領等の追加又は修正とみなす。

8 参加表明書等の提出
（1） 提出書類
参加表明に伴う提出書類は次のとおりとする。
	提出書類
	様式
	備考

	参加表明書
	様式１－１
	

	誓約書
	様式１－２
	

	企業の概要
	様式２
	パンフレット等がある場合は可能な限り添付

	企業の業務実績
	様式３
	契約書又はコリンズ登録等の写しを添付

	配置予定現場代理人の資格及び業務実績
	様式４
	資格証及び社員証の写し等を添付
契約書又はコリンズ登録等の写しを添付

	配置予定監理技術者の資格及び業務実績
	様式５
	資格証及び社員証の写し等を添付
契約書又はコリンズ登録等の写しを添付

	[bookmark: _Hlk188428070]特定建設業（電気通信工事業）登録通知の写し
	－
	

	[bookmark: _Hlk220930020]ＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）、ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）、個人情報保護基準（※１）の取得証明書の写し
	－
	取得している場合は取得証明書の写しを添付

	[bookmark: _Hlk160117757]納税証明書（その３の３）
※「法人税」及び「消費税及地方消費税」に未納税額がない証明
	－
	参加表明書提出日の３か月以内のもので原本を添付

	登記事項証明書
	－
	参加表明書提出日の３か月以内のもので履歴事項又は全部証明書の原本を添付


　　※１　個人情報保護基準とはＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）、ＩＳＯ２７００１又はプライバシーマークを示す。
（2） 提出部数
１部
（3） 提出場所
前記「３　担当部局」に同じ。
（4） 提出期限
令和８年４月２２日（水）午後４時必着
（5） 提出方法
提出方法は郵送とする。提出期限までに到着するよう、封筒に赤字にて「大潟村防災行政無線更新工事公募型プロポーザル参加表明書在中」と記載することとし、必ず「特定記録」又は「簡易書留」（受取日時及び配達されたことが証明できる方法）とすること。
なお、当村は郵送中の事故に伴う損害に関しては一切責任を負わない。
（6） 参加に当たる説明会等の開催
本プロポーザルに関する現地説明会等は行わない。
（7） 参加資格要件審査
1 参加表明書等の提出に基づき、「４ 参加資格要件」に定める資格要件を満たしているか確認を行う。
2 参加資格を満たさない者から参加表明書の提出があった場合には、該当者にその旨を通知し、その者は企画提案書を提出することができない。
3 参加資格要件確認結果は、電子メールで通知する。
4 参加資格要件を満たす者が企画提案書を提出することができる。なお、６者以上の参加表明があった場合は、評価基準「企業並びに配置予定技術者の経験及び能力」の評価値上位５者が企画提案書を提出ができるものとする。
5 提出書類に不備等があった場合は失格とする。
6 参加資格書類審査についての異議申し立ては一切受付けない。

9 企画提案書の提出
（1） 提出書類
企画提案に伴う提出書類は次のとおりとする。
	提出書類
	様式
	備考

	企画提案書提出書
	様式６
	

	実施方針
	様式７
	

	実施体制
	様式８
	

	実施工程（計画工程表）
	様式９
	

	企画提案書
	任意様式
	１５ページ以内

	見積金額（整備工事費）
	任意様式
	

	見積金額（保守及び部分更新費）
	任意様式
	


（2） 提出部数
６部　（Ａ４フラットファイルに綴じること。）
（3） 提出場所
前記「３　担当部局」に同じ。
（4） 提出期限
令和８年５月２２日（金）午後４時必着
（5） 提出方法
提出方法は郵送又は荷物扱いとする。提出期限までに到着するよう、封筒又は梱包材表面に赤字にて「大潟村防災行政無線更新工事公募型プロポーザル企画提案書在中」と記載することとし、必ず「特定記録」や「簡易書留」など受取日時及び配達されたことが証明できる方法で提出すること。
なお、当村は郵送中の事故に伴う損害に関しては一切責任を負わない。
（6） 再提出
提出後の追加及び変更は認めない。
（7） 辞退
参加表明書提出後に辞退する場合は、所定の様式（様式１１）を担当部局に提出すること。提出方法は持参又は郵送するものとし、その旨を電話により連絡すること。郵送する場合は、令和８年５月８日（金）午後４時までに必着するよう、必ず「特定記録」又は「簡易書留」（受取日時及び配達されたことが証明できる方法）とすること。

10 　企画提案書作成上の留意点
（1） プロポーザルは、防災行政無線更新工事における具体的な取組方法について提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容、成果品の作成や提出を求めるものではない。
（2） 評価基準の評価項目について、考え方、経験、実施方法、ポイント、理由及び背景等を明 確に示すこと。
（3） 発注仕様書（要求水準書）は、既設防災行政無線設備の仕様を基に発注者が求める機能の水準を定めたものであり、特定機器製造業者の機能、仕様等を指定するものではない。その趣旨を踏まえ、発注仕様書に示された方法以外で機能を満たそうとする場合は、その方法を代替提案すること。
（4） 企画提案書の内容は、提出者が実現できる範囲で記載すること。
（5） 提案内容の実現に必要となる追加費用及び別途費用については、全て請負者の負担となるため、発注仕様書の内容を十分に理解した上で提案すること。
（6） 専門的な知識を有していない者でも理解できるよう配慮し、図や表などを適宜使用するなど、見やすく明確なものとすること。
（7） 文字サイズは１０．５ポイント以上とし、分かりやすい表現で簡潔に記載すること。ただし、図表、注釈等に使用する文字についてはこの限りではない
（8） 企画提案書はＡ４フラットファイルに綴ること。製本の大きさはＡ４判とする。ただし、Ａ３判を使用する場合は、Ａ４判の大きさで三つ折りにすること。（Ａ３判１ペー ジはＡ４判２ページと数えるものとする。）
なお、指定した枚数を超えた内容については評価しない。
（9） 企画提案書（様式７～９を除く）については表紙、裏表紙を除き片面印刷で１５ページ以内とする。
（10） 企画提案書等（様式７～９を含む）については、提出時の表紙、裏表紙及び見積書を除き、企画提出者を判別できるような名称、ロゴマーク等は使用しないこと。
（11） 提案書の印刷方法はモノクロ又はカラー片面印刷とする。

11 　見積書作成上の留意点
（1） 企画提案書及び見積書の作成については、「発注仕様書」及び別表「評価基準」を踏まえた上で作成すること。
（2） 提案内容の実現に必要となる費用を含むものとする。
（3） 見積書には消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。
（4） 整備工事費
1 工事設計書を基準とし作成すること。
2 提案上限額を基準とし、「大潟村最低制限価格取扱要綱」に準拠し、最低制限価格を設定すること。なお、最低制限価格に該当する場合は失格とする。
（5） ランニング（保守点検及び部分更新）費用
1 保守費用については、システム構築後２年目（令和１１年度）から１０年目（令和１９年度）までの９年間についてそれぞれ年度別に計上すること。（令和１０年度は無償保証期間とする。）
2 別紙「保守点検仕様書（要求水準書）」を満たす内容であること。
3 [bookmark: _Hlk221648151]保守対象機器及び保守内容を明確に記載すること。なお、保守費と点検費を区分し記載すること。
4 [bookmark: _Hlk221642968]機器部分更新又はバッテリー交換等の費用が発生する場合については、対象とする機器の内訳及び時期を記載すること。
5 [bookmark: _Hlk221641234][bookmark: _Hlk221648346]提案システムに伴う通信費（回線使用料・ＳＩＭカード使用料）等も計上すること。
6 提出された見積金額は、保守点検及び部分更新契約における予算上限額となるものである。

12 　企画提案の審査及び評価の方法
（1） 選定委員会
仮契約候補者の選定に当たっては、選定委員会において審査を行うものとする。
選定委員会は、次の職員で構成する。
	構成
	所属役職等

	委員長
	村長

	副委員長
	副村長

	委員
	総務企画課長

	委員
	生活環境課長

	委員兼司会
	生活環境課員（防災担当者）


（2） 評価基準
評価基準については、別表１「評価基準」のとおりとする。
（3） 評価方法
1 企画提案書並びに参加表明に伴う提出書類の内容を評価し、プレゼンテーションを実施したうえで決定する。
2 提出のあった企画提案書類の内容を総合的に評価し、選定委員会での評価点平均が「６割以上」でかつ最も高い参加者を仮契約候補者とする。
（4） プレゼンテーション日時
プレゼンテーションは、令和８年５月２５日（月）とし、開始時間については参加者に別途連絡する。
（5） プレゼンテーション参加者
プレゼンテーションの参加者は５名以内とし、配置予定現場代理人又は配置予定監理技術者を必ず含むものとする。
（6） プレゼンテーションの概要
プレゼンテーションは、次の方法により選定委員会が主催して実施する。
1 プレゼンテーションは、提出した企画提案書のみ使用できるものとし、それ以外の資料の使用は認めない。
2 プレゼンテーションは、参加者の責任においてパソコン、プロジェクター等の機器を持ち込んで提案内容を説明することができるものとする。ただし、準備及び片付けは、プレゼンテーションの時間外にて行うものとする。
3 プレゼンテーションは、1者につき４０分程度で行うものとする。
4 プレゼンテーション時は、提出した企画提案書に基づき説明を行うこととし、以下に定める項目毎に質疑を行う。
・実施方針（業務理解度）　　　　　（様式８）
・実施体制　　　　　　　　　　　　（様式９）
・実施工程（業務工程表）　　　　　（様式１０）
・機能及び操作に関する提案　　　　（任意様式）
・設備切替に関する提案　　　　　　（任意様式）
・運用に関する提案　　　　　　　　（任意様式）
・保守に関する提案　　　　　　　　（任意様式）
・その他提案（要求水準の代替提案）（任意様式）
　⑤　参加者は以下のものを持参し、機能及び操作に関する提案時に提出することとする。
　　　　・操作卓画面　操作の簡易性等を確認するもので、放送までの一連の手順がわかるもの
　　　　・音声合成　　明瞭性等を確認するもので、音声内容は別途通知する。
　⑥　音声合成はプレゼンテーションに参加する者全て同一の内容とし、参加資格要件審査の結
果通知書と併せて送付する。
（7） 参加者が１社の場合
選定委員会において、合計点の平均が「７割以上」であり、かつ選定委員会が本工事の請負者に適していると認めた場合は、仮契約候補者として特定する。
（8） 審査結果の通知
審査結果は、令和８年５月２９日（金）に、仮契約候補者と得点を村公式ホームページで公開する。また、参加者全員に電子メールで得点を通知する。
なお、審査は非公開とし、選定結果等についての異議申し立ては一切受付けない。

13 　仮契約と本契約
（1） 選定した仮契約候補者と契約締結に係る交渉を行った上で、見積書を徴取し随意契約の方法により仮契約を締結する。
（2） 辞退その他の理由により、当該候補者と契約ができない場合は、次点者と契約交渉を行うものとする。
（3） 提案内容の実現に必要となる追加費用及び別途費用については、全て請負者の負担とする。
（4） 提案内容等については当村から一部変更を求める場合がある。
（5） 本工事は、当村議会の議決に付すべき契約案件であり、大潟村村議会６月定例会における議決後、本契約を締結する。

14 　参加者の失格
参加者が次のいずれかに該当した場合には、その者の提出した参加表明書及び企画提案書を無効とし、参加者は本プロポーザルへの参加資格を失う。
（1） 企画提案書が提出期限までに提出されなかった場合。
（2） 提出書類に虚偽の記載があった場合。
（3） 本プロポーザルの参加資格を満たしていない又は満たすことができなくなった場合。
（4） その他本実施要領の定めに違反した場合。
（5） 本件に関して不正な行為、公平さを欠く行為等があった場合。
（6） 見積金額が提案上限金額を超えた場合。

15 　留意事項
（1） 実施要領の承諾
参加表明書類の提出をもって、本要領の記載内容を承諾したものとみなす。
（2） 費用の負担
参加表明書類及び企画提案書類の提出に関する費用は、参加者の負担とする。
（3） 使用言語及び通貨
提案に関して使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
（4） 提出書類の取扱い
提出された書類は返却しない。
（5） 提供資料の取扱い
当村から得た資料・情報等は取扱いに注意するとともに、無断で提案に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。
（6） 提出後の追加及び変更
提出書類について、提出後の追加及び変更は認めない。ただし、当村が必要と判断した場合は、追加の書類の提出を求める場合がある。
（7） 著作権等の権利
提出された企画提案書並びに提案内容の著作権は、それぞれプロポーザル参加者に帰属するものとする。
なお、第三者に帰属する著作権の使用の責は、使用した参加者にすべて帰するものとする。

【別表１】　　　　　　　　　　　　　評　価　基　準
[bookmark: _Hlk190792702]１－１　企業の経験及び能力
	評価項目
	評価の着目点
	ｳｴｲﾄ
	配点
	評価基準

	参加企業に対する評価（経験及び施工能力における実績）

	（様式２）
情報管理
	品質管理基準
個人情報保護基準
	４０
	40
	1 ＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）を取得している
2 ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）を取得している
3 ＩＳＯ２７００１、プライバシーマークのいずれかを取得している。

4 ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）

①、②、③、④の全てを取得している

	
	
	
	30
	①、②、③又は④の内３つを取得している

	
	
	
	10
	①、②又は③の内２つを取得している

	
	
	
	5
	①、②又は③の内１つを取得している

	（様式３）
技術力
	業務実績
	２０
	20
	同種業務実績５件以上

	
	
	
	10
	同種業務実績３件以上

	
	
	
	5
	同種業務実績１件以上

	参加企業に対する評価の合計（ａ）
	６０
	
	



【別表１】　　　　　　　　　　　　　評　価　基　準
１－２　配置予定技術者の経験及び能力
	評価項目
	評価の着目点
	ｳｴｲﾄ
	配点
	評価基準

	配置予定技術者に対する評価（経験及び施工能力における実績）

	（様式４）
（様式５）
資　格
	配置予定技術者の技術者資格

※兼務の有無を問わず評価する
	現場代理人
資格
	１５
	15
	①１級電気通信工事施工監理技士又は１級電気工事施工監理技士を取得している
②第一級陸上特殊無線技士以上を取得している　　

	
	
	
	
	10
	①又は②のどちらかを取得している

	
	
	監理技術者
資格
	１５
	15
	①１級電気通信工事施工監理技士又は１級電気工事施工監理技士を取得している
②第一級陸上特殊無線技士以上を取得している　　

	
	
	
	
	10
	①又は②のどちらかを取得している

	（様式４）
（様式５）
技術力
	配置予定技術者業務実績

※実績のある方を評価する
	現場代理人
又は
監理技術者
同種業務実績
	１０
	10
	同種業務実績３件以上

	
	
	
	
	5
	同種業務実績２件以上

	
	
	
	
	3
	同種業務実績１件以上

	配置予定技術者に対する評価の合計（ｂ）
	４０
	
	





【別表１】　　　　　　　　　　　　　評　価　基　準
２　実施方針・企画提案など
	評価項目
	ｳｴｲﾄ
	評価基準

	実施方針・実施体制・実施工程・企画提案・その他に対する評価

	（様式７）実施方針（業務理解度）
	１０
	目的、条件、内容の理解度、基本方針及び品質管理体制等の配慮事項等について総合的に評価する。

	（様式８）実施体制
	１０
	基本方針を明らかにした上で、業務を円滑・確実に遂行するための実施体制について総合的に評価する。

	（様式９）実施工程（業務工程表）
	１０
	業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。
・スケジュールの実行性、対応の柔軟性等
・機器製作は令和８年度完成とする

	（任意様式）企画提案
※下記１から５の事項について記載すること
	

	１　機能及び操作に関する提案
	４０
	既設機能との比較、構成、機能、信頼性、操作性、効率化等に関する提案内容について有効性が高い場合に優位に評価する。

	２　設備切替に関する提案
	３０
	更新手順等に関する提案内容について有効性が高い場合に優位に評価する。

	３　運用に関する提案
	３０
	通常時及び災害時の運用に関する補助提案について有効性が高い場合に優位に評価する。

	４　保守に関する提案
	３０
	保守体制、内容及び重要事項の指摘内容について有効性が高い場合に優位に評価する。

	５　その他提案
（要求水準の代替提案）
	７０
	要求水準について代替提案及びその他の提案(防災面・設備等の耐久面・天候や災害面)の有効性が高い場合に優位に評価する。

	実施方針･企画提案に対する評価の合計（ｃ）
	２３０
	




【別表１】　　　　　　　　　　　　　評　価　基　準
３　価格評価
	評価項目
	ｳｴｲﾄ
	評価基準

	（任意様式）
見積金額（整備工事費）
	５０
	整備工事の妥当性及びコストの低廉化である場合に優位に評価する。

	（任意様式）
見積金額（保守及び部分更新費）
	７０
	保守及び部分更新費の妥当性及びコストの低廉化である場合に優位に評価する。

	価格に対する評価の合計（ｄ）
	１２０
	


※「大潟村最低制限価格取扱要綱」に準拠し、最低制限価格を設定する。最低制限価格に該当する場合は失格とする。


４　取組意欲
	評価項目
	ｳｴｲﾄ
	評価基準

	プレゼンテーション及びヒアリングにおいて、当該業務を実施する上で積極的に取り組む姿勢や熱意を総合的に評価
	５０
	取組意欲がある場合に優位に評価する。
理解度及び実現性がある場合に優位に評価する。

	取組姿勢に対する評価の合計（ｅ）
	５０
	





評価合計
	評価得点の総合計　
＝（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＋（ｄ）＋（ｅ）
	５００
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